
               

西山口小 地震対応マニュアル 
【情報の種類】2017年 11月１日静岡県改訂 

◆南海トラフ地震に関する調査情報(レベル 青)：観測データに通常とは異なる変化が観測され

た場合、その変化の原因についての調査の状況が発表された場合 （平常時と同じ） 

◆南海トラフ地震注意情報(レベル 黄)：地震の前兆現象である可能性が高まった場合 

（「準備行動」を開始。児童の引き渡しとなる） 

◆南海トラフ地震予知情報（レベル 赤）：「警戒宣言」に伴い｢地震防災応急対策｣を実施する 

 

１ 大地震が発生した場合の対応 
地  震  防  災  応  急  対  策 

動員 震度 
業務内容 地震災害警戒本部 

動員区分 勤務時間内 勤務時間外 出張中 

震度５弱以上 

 

(県の基準では、教

職員は震度 5 強で

集合となっている

が、西山口地区自

主防災会との連携

で、震度５弱以上

で集合) 
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校  長 

児童在校時であれ

ば「児童引き渡し」

にあたる。 

  

児童が不在時であ

れば「児童の安否

確認作業」にあた

る。 

 

直ちに登庁し、防災

マニュアルに従って

行動する。 

 

 

直ちに帰校し、左

欄と同様の行動

をとる。 

教  頭 

教務主任 

事務助手 

その他の職員 

可能な限り全職員が

登庁し、校長の指示

に従う。 

主催者の指示に

従う。 

震度５強以上 全職員 
直ちに登庁し、校長

の指示に従う。 

直ちに帰校し、左

欄と同様の行動

をとる。 

※ 所属校に参集できない場合は、市町村立学校の教職員は所属校が所在する市町村の最寄りの学

校に参集し、参集先の学校の指示に従って行動する。 

 
２ 「南海トラフ地震注意情報」(黄)が出された場合の対応  

※「カラーレベル青」時間外自宅待機 

地  震  防  災  応  急  対  策 

業務内容 地震災害警戒本部 

動員区分 勤務時間内 勤務時間外 出張中 

地
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急
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要
員 

校    長 

児童在校時であれば

「児童引き渡し」にあ

たる。 

  

児童が登下校時であれ

ば「校外補導」にあた

る。 

直ちに登庁し、防災マ

ニュアルに従って行動

する。 

直ちに帰校し、左欄と

同様の行動をとる。 

教  頭 

教務主任 

栄養士（学区在住） 

その他の職員 
可能な限り全職員が登庁

し、校長の指示に従う。 
主催者の指示に従う。 



 


